
 0 

 
 

小林市・高原町・野尻町合併協議会 

第９回会議資料 

 

日時  平成２０年１０月３０日（木）午後１時３０分から 

場所  高原町総合保健福祉センター「ほほえみ館」神武ホール 
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第９回小林市・高原町・野尻町合併協議会次第 

 
１ 開  会 

 

２ 会長あいさつ        小林市長  堀 泰一郎 

 

３ 議  事 

 

① 報告事項 

報告第２３号 第８回小林市・高原町・野尻町合併協議会以降の経過について…２ 

報告第２４号 合併協議内容について…………………………………………………４ 

報告第２５号 小林市・高原町・野尻町合併協議会における国民健康保険高原病院 

（高原町立病院）の取扱いの回答について……………………………５ 

報告第２６号 今後の小林市・高原町・野尻町合併協議会の取扱いについて……８ 

報告第２７号 新市基本計画の県協議結果について………………………………１４ 

 

② 確認事項……………………………………………………………………………１５ 

１．小林市・高原町・野尻町合併協議会合併協定書調印式の中止について 

 
４ その 他 

 

５ 閉  会 

 

【添付資料】 

 ①合併協議内容一覧 
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 報告第２３号  

 

 

第８回小林市・高原町・野尻町合併協議会以降の経過について 

 

 

 

第８回小林市・高原町・野尻町合併協議会以降の経過について、別紙のとおり報告

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年１０月３０日提出 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会 

会  長   堀   泰  一  郎 
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第８回小林市・高原町・野尻町合併協議会以降の経過 

年月日 経過内容（会議名） 場所 備考（協議内容等） 

平成２０年 

１０月 ９日 

第８回小林市・高原町・

野尻町合併協議会 

小林市中央公民館大ホ

ール 

報告２件、協議１２件 

確認 

１０月１０日～

１０月１６日 
高原町住民説明会 高原町内５会場 町立病院の取扱い 

１０月２１日 
第１０回首長会・幹事会

合同会議 
小林市役所大会議室 

保健・医療関係(医療)

のうち公立病院関係 
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 報告第２４号  

 

 

合併協議内容について 

 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会における合併協議内容について、別添のとおり

報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年１０月３０日提出 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会 

会  長   堀   泰  一  郎 
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 報告第２５号  

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会における国民健康保険高原病院 

（高原町立病院）の取扱いの回答について 

 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会における国民健康保険高原病院（町立病院）の

取扱いについて、高原町より別紙のとおり回答があったので報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年１０月３０日提出 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会 

会  長   堀   泰  一  郎 
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 写 
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 報告第２６号  

 

 

今後の小林市・高原町・野尻町合併協議会の取扱いについて 

 

 

 

今後の小林市・高原町・野尻町合併協議会の取扱いについて、別紙のとおり報告す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年１０月３０日提出 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会 

会  長   堀   泰  一  郎 
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報告第２６号「今後の小林市・高原町・野尻町合併協議会の取扱い」 

 

  

小林市・高原町・野尻町合併協議会は、当分の間、休止する。 

 

（１）協議会休止に至った理由 

 ①平成２２年３月２３日を合併の期日として、厳しい日程の中で協議を重ね、保

健・医療関係（医療）を除くすべての協定項目の調整方針を確認したが、公立病

院の取扱いについて、小林市と高原町の見解の相違により、協議が難航し、暗礁

に乗り上げている現状であること。 

②高原町の住民説明会の結果を受けて、公立病院の取扱いについて、再度協議した

が具体的な打開策が見い出せないため、今後の協議継続が難しいこと。 

 ③合併新法下での合併を目指しているため、今後の合併準備作業、電算システム統

合作業に要する期間を勘案すると、時間的な猶予がほとんどないこと。 

 

（２）協議会の再開 

  公立病院の取扱い等の課題に対する打開策の提案によって、３市町の首長が協議

の再開が必要と認めた場合は、小林市・高原町・野尻町合併協議会規約第９条によ

り、会長が協議会を招集するものとする。 

 

（３）今後の対応 

 ①信頼関係の継続 

  合併協議によりこれまで培われてきた、小林市、高原町及び野尻町の信頼関係は、

継続するものとする。 

 

 ②事務局体制 

  協議会の休止期間中は、各市町の合併担当課を窓口として、相互に連絡を図るこ

ととする。 
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 ③調査・研究 

  各市町の合併担当課は、これまでの合併協議結果及び合併協議事項について、必

要に応じて共同して、調査・研究するものとする。 

 

（４）休止期日（清算基準日）は、平成２０年１１月３０日（日）とする。 
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参考資料 

今後の合併協議会の取扱いについて 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

※合併協議会を休止する場合は、構成団体の議会の議決及び法的手続きは必要ないが、

合併協議会経費の仮清算等は行う必要がある。将来的に現合併協議会の再開の見通

しが立った場合は、関係市町の協議により合併協議を再開することができる。 

３市町議会での議決 

地方自治法第２５２条の６ 

構成団体の減及び規約変更

に関する合併協議書の調印 

３市町議会での議決 

地方自治法第２５２条の６ 

３市町による現合併協議会

廃止の協議書の調印 

３市町による合併協議会 

廃止の告示、県への届出 

３市町での構成団体の減 

及び規約変更の告示、 

県への届出 

合併協議会の廃止 
構成団体の離脱 

３市町での現合併協議会 

廃止の確認 

残った市町で協議を開始 

今後の合併協議が困難と３市町の首長が確認 

 

構成団体の離脱により残った

市町で合併協議を続ける場合 

合併協議会を廃止する場合 

構成団体の離脱及び現合併

協議会存続の確認 
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合併新法下での合併協議を引き続き進める場合の留意事項 

 

●ケース① 現合併協議会を休止または廃止し、新たに発足する場合 

（合併協議会の廃止及び発足は、関係市町の全議会での議決が必要） 

①構成市町の協議・確認により現在の合併協議会を休止し、新たな枠組みを模索した

上で、地方自治法第２５２条の２の規定により新たに合併協議会を発足させる。 

②地方自治法第２５２条の６の規定により現在の合併協議会を廃止し、新たな枠組み

を模索した上で、同法第２５２条の２の規定により新たに合併協議会を発足させる。 

 ・現合併協議会の経費を算出し、負担金・備品等について清算し、監査及び決算報

告を行う。 

 ・新合併協議会の規約及び各種規程の制定、協議書の締結が必要となる。 

 ・新合併協議会の構成市町負担金等の予算編成が必要となる。 

 

●ケース② 構成団体のいずれかが合併協議会を離脱する場合 

（構成団体数の減及び規約変更は、関係市町の全議会での議決が必要） 

①地方自治法第２５２条の６の規定により、構成団体数の減及び規約変更を行う。 

 ・規約及び各種規程の改正、協議書の締結が必要となる。 

 ・構成団体の離脱までの経費を算出し、負担金・備品等について清算し、合併協議

会は残りの構成団体による補正予算を編成する。 

 

 

●ケース①、ケース② 共通事項 

 ・今までに確認された合併協定項目の調整方針について、再調整及び修正を行う。 

 ・新市基本計画を修正または作成し、県との協議を行う。 
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○地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（協議会の設置） 
第２５２条の２ 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管

理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調

整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規

約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。 

２ 普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するととも

に、都道府県の加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府

県知事に届け出なければならない。 

３ 第１項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければなら

ない。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るた

め普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。 

４ 公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては総務大

臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、

普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。 

５ 普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係

普通地方公共団体は、当該計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければ

ならない。 

６ 普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関

の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができ

る。 

 
（第２５２条の３から第２５２条の５まで省略） 

 
（協議会の組織の変更及び廃止） 

第２５２条の６ 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方

公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しよう

とするときは、第２５２条の２第１項から第３項までの例によりこれを行わなけれ

ばならない。 
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 報告第２７号  

 

 

新市基本計画の県協議結果について 

 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会における新市基本計画の県協議結果について、

別紙のとおり報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年１０月３０日提出 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会 

会  長   堀   泰  一  郎 
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 確認事項  

 

１．小林市・高原町・野尻町合併協議会合併協定書調印式の中止について 

日  時：平成２０年１１月２８日（金） 

場  所：小林市文化会館 大ホール 

 


